
 

 

議案第６０号 

 

愛西市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

愛西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるも

のとする。 

 

令和６年１１月２９日提出 

 

                 愛西市長 日 永 貴 章      

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、税率の改定等に伴い、改正する必要があるからで

ある。 
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愛西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 愛西市国民健康保険税条例（平成１７年愛西市条例第５６号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第１項中「１００分の６．６１」を「１００分の７．３７」に改める。 

第５条中「２万６，４００円」を「２万９，９００円」に改める。 

第５条の２第１号中「２万１，９００円」を「２万３，４００円」に改め、

同条第２号中「１万９５０円」を「１万１，７００円」に改め、同条第３号中

「１万６，４２５円」を「１万７，５５０円」に改める。 

第６条中「１００分の２．２６」を「１００分の２．４４」に改める。 

第７条の２中「１０，１００円」を「１万１，１００円」に改める。 

第７条の３第１号中「６，９００円」を「７，１００円」に改め、同条第２

号中「３，４５０円」を「３，５５０円」に改め、同条第３号中「５，１７５

円」を「５，３２５円」に改める。 

第８条中「１００分の１．７６」を「１００分の２．１２」に改める。 

第９条の２中「１０，２００円」を「１万１，３００円」に改める。 

第９条の３中「６，８００円」を「７，５００円」に改める。 

 第２３条第１項第１号ア中「１万８，４８０円」を「２万９３０円」に改め、

同号イ（ア）中「１万５，３３０円」を「１万６，３８０円」に改め、同号イ

（イ）中「７，６６５円」を「８，１９０円」に改め、同号イ（ウ）中 

「１万１，４９８円」を「１万２，２８５円」に改め、同号ウ中「７，０７０

円」を「７，７７０円」に改め、同号エ（ア）中「４，８３０円」を 

「４，９７０円」に改め、同号エ（イ）中「２，４１５円」を「２，４８５円」

に改め、同号エ（ウ）中「３，６２３円」を「３，７２８円」に改め、同号オ

中「７，１４０円」を「７，９１０円」に改め、同号カ中「４，７６０円」を 

「５，２５０円」に改め、同項第２号ア中「１万３，２００円」を 

「１万４，９５０円」に改め、同号イ（ア）中「１万９５０円」を 

「１万１，７００円」に改め、同号イ（イ）中「５，４７５円」を「５，８５０ 

円」に改め、同号イ（ウ）中「８，２１３円」を「８，７７５円」に改め、 

同号ウ中「５，０５０円」を「５，５５０円」に改め、同号エ（ア）中 
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「３，４５０円」を「３，５５０円」に改め、同号エ（イ）中「１，７２５円」を 

「１，７７５円」に改め、同号エ（ウ）中「２，５８８円」を「２，６６３円」

に改め、同号オ中「５，１００円」を「５，６５０円」に改め、同号カ中 

「３，４００円」を「３，７５０円」に改め、同項第３号ア中「５，２８０円」

を「５，９８０円」に改め、同号イ（ア）中「４，３８０円」を「４，６８０

円」に改め、同号イ（イ）中「２，１９０円」を「２，３４０円」に改め、同

号イ（ウ）中「３，２８５円」を「３，５１０円」に改め、同号ウ中 

「２，０２０円」を「２，２２０円」に改め、同号エ（ア）中「１，３８０円」

を「１，４２０円」に改め、同号エ（イ）中「６９０円」を「７１０円」に改

め、同号エ（ウ）中「１，０３５円」を「１，０６５円」に改め、同号オ中 

「２，０４０円」を「２，２６０円」に改め、同号カ中「１，３６０円」を 

「１，５００円」に改め、同条第２項第１号ア中「３，９６０円」を 

「４，４８５円」に改め、同号イ中「６，６００円」を「７，４７５円」に改

め、同号ウ中「１０，５６０円」を「１万１，９６０円」に改め、同号エ中 

「１万３，２００円」を「１万４，９５０円」に改め、同項第２号ア中 

「１，５１５円」を「１，６６５円」に改め、同号イ中「２，５２５円」を 

「２，７７５円」に改め、同号ウ中「４，０４０円」を「４，４４０円」に改

め、同号エ中「５，０５０円」を「５，５５０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （適用区分） 

２ 改正後の愛西市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。 

 


